『皆野町特産品ビジネスコンテスト（皆野町特産品創出事業）募集要項』
	開催趣旨
	町の施策として「道の駅みなの」のリニューアルを検討しており、今後集客増加が期待されています。そのため、本コンテストにて町内事業者へ町の宣伝・PRとなる特産品の開発を促し、販路拡大・取扱商品を増加させていき「皆野町といえば〇〇」というブランド商品の定着を図り地域経済の活性化を目指します。

	主催・共催
	主催　皆野町産業観光課
共催　皆野町商工会：（経営革新計画の申請受付）
埼玉信用組合（二次審査会場の地域クラウド交流会開催）
※地域クラウド交流会とは…地域住民が起業家の応援を通して、地域活性化を目指す交流会形式のイベントです。起業家だけでなく、地元事業者や地域住民が参加することで地域全体の活性化やビジネスマッチングにつながることを目的としています。

	対象者
	・法人：皆野町内に本社・営業所を有しているかた
・個人事業主：皆野町内に住所または事業所を有しているかた
・創業予定者：皆野町内に創業予定のかた（事業開始後、継続して事業を実施すること）
・その他団体（ 社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人、任意団体等）：皆野町内に事業所を有しているかた

	応募条件
	　下記をすべて満たすこと
(1)「皆野」や「み～な」など皆野町の商品であることが分か
るモノ、サービスを開発すること
(2)埼玉県制度「経営革新計画」の承認がされていること（計画の中で特産品の商品開発から販売戦略まで策定されていることが条件）
※「経営革新計画」の申請要件に該当しないかた（創業予定者・創業１年未満で事業実績がまだないかた・その他団体等）については、経営革新計画所定書式の事業者計画書にて計画を策定し、本計画書を町・商工会へ提出すること。
(3)計画を策定した特産品は販売、サービス提供まで必ず実行
すること

	実施スケジュール
	令和８年6月1日（月）～１２月２８日（月）：エントリー期間
令和９年１月予定：一次審査（書面審査）
令和９年２月予定：二次審査（プレゼンテーション審査）
※開催側の事情によって変更となる場合あり

	選考方法
	・一次審査
中小企業診断士が書面審査により５者の事業者を選出します。
・二次審査
埼玉信用組合が開催する地域クラウド交流会の関連イベントにてプレゼンテーション形式の審査を行います。選考は当日イベント参加者の投票にて決定します（一次審査通過者はプレゼンテーション用資料の作成も必要となりますのでご承知おきください。）

	結果発表方法
	・一次審査：応募者へ書面にて通知します（一次審査通過者には、二次審査の詳細も通知します。）
・二次審査：当日審査会場にて発表します。

	選考基準
	アイディアの独自性、革新性、事業計画の実現性、地域資源の活用の有無、地域活性化の波及効果等を総合的に判断します。

	奨励金
	事業支援金として下記のとおり奨励金を進呈します。
・一次審査通過者５名：１０万円
・二次審査最優秀者１名：３０万円

	応募方法
	町ホームページより応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、関係書類を添付して皆野町産業観光課窓口までご持参ください。

	応募書類
	(1)皆野町特産品ビジネスコンテスト応募用紙 
(2)事業を実施していることが分かる書類
法人の場合：直近の事業年度の確定申告書別表控えの写し又
は履歴事項全部証明書
個人の場合：令和７年度分の確定申告書第一表控えの写し又は開業届の写し
創業予定者：開業届の写し（開業届がまだない場合は、任意の創業計画書）
　　　　　　※皆野町外に住居がある創業予定者は、居住している市町村の税金の未納がないことの証明書も提出すること
その他団体：定款、会則、規約等の事業内容が分かるもの
(3)経営革新計画承認書及び事業計画書の写し
※「経営革新計画」の申請要件に該当しない事業者・団体は、経営革新計画所定書式の事業計画書（原本）を提出すること
(4)その他町長が必要と認める書類

※応募書類(3)は商工会にて申請ください。

	注意事項
	・本コンテストの審査結果は、事業の成功や資金調達、道の駅みなのでの商品販売を保証するものではありません。
・本コンテストへの参加費は無料ですが、コンテストに係るその他の経費は応募者負担となります。
・応募の際にいただいた個人情報は、本コンテストの事務局や審査員に提供されます。また、本コンテストの運営する目的の範囲内において使用します。
・応募者の氏名、テーマやビジネスの概要、プレゼンテーションの内容及び撮影した動画、写真については、開催者や共催者、関係報道機関が関連する広報誌、ＳＮＳ等の媒体にて使用させていただく場合があります。
・応募内容の著作権、特許権、商標権等の知的財産権の法的保護は応募者の責任で対応することとし、開催側での法的保護は行いません。
・審査結果に関連するお問い合わせは、一切お答えすることはできません。
・本コンテストで応募されたビジネスアイデア、商品が他事業者にて同一、または類似の事業として既に実施している場合、応募者に損害が応じたとしても開催側は責任を負いません。
・応募されたアイディアについて、進捗状況を確認することがありますのでご承知おきください。
・以下の事項に該当した場合には応募資格と受賞を取り消します。また、受領済みの奨励金を全額返還していただきます。
(1)本コンテストに関して、審査関係者に対する働きかけを行ったことが判明した場合
(2)応募した内容に虚偽、アイディアの盗用、その他の不正事実が判明した場合
(3)応募内容・応募者に反社会的勢力とのつながり、法令・公序良俗に反する行為が判明した場合
(4)応募者に市町村税の滞納（未納）があることが判明した場合
(5)その他町長が不適当と認めた場合






	問合せ先（事務局）

	皆野町産業観光課　商工観光担当　
電話　０４９４-６２-１４６２（直通）
８時３０分～１７時１５分（土日祝は除く）

※経営革新計画・事業計画書に関するお問い合わせは下記まで
皆野町商工会
電話　０４９４-６２-１３１１
８時３０分～１７時１５分（土日祝は除く）



